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はしがき

　弁護士は、実際の事件の中でどのようなことを考え、どのような訴
訟準備や訴訟活動をしているのか。本書は、私が扱った具体的な事件
を通じて、弁護活動を実況中継するつもりで再現したものである。
　単に、客観的な事件の進捗状況をレポートするにとどまらず、その
事件に取り組む中で私が弁護士としてどう感じ、何を考えたのか、事
件に相対する人間としての弁護士の内面や主観的な側面もできる限り
描写して伝えるように心がけた。取り上げた事案の中で、何が起きた
のか、そのとき弁護士である私はどんな工夫をし、どうやって窮地を
乗り越えたのか、乗り越えようとしたのか、を追体験してもらえると
たいへんうれしく思う。
　どうしても無味乾燥な内容になりがちな法律書とは違う、ストー
リー性をもった読み物として手に取っていただければ幸いである。
　本書では、第１章で生の事件、とりわけ「負け筋」と言われる不利
な事件をいかに依頼者の利益のために盛り返し、場合によっては形勢
を逆転していくか、そのエッセンスを抽出しているが、その具体的な
中身は、第２章の具体的事件を通じて書かれている。つまり、第１章
と第２章は、「対」にある関係であり、第２章を先に読んでから、第
１章を読んでいただいても構わない。
　第３章では、少し視点を変えて、今の司法の限界と司法制度の仕組
みを変えることの重要性を説いている。日本の司法はこのままでいい
のか、という根本的な問題意識は、司法に携わる人はもちろんのこ
と、広く一般の方々にも知って考えてほしいテーマである。
　本書は、新人から10年くらいの経験を持った若手弁護士を想定して
執筆を思い立った。しかし、上記のようなストーリー性から、これか
ら法律家を目指そうという学生、ロースクール生、また司法修習生は
もちろんのこと、司法や裁判に関心を持つ一般の方々にも弁護士の仕
事や司法の現場を知る上で有益な本になるよう工夫をした。
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　弁護士のみなさんには、ストーリーを追体験しながら、自分だった
らどう動くか、また自分が直面する困難事件の中でどう応用できる
か、私の弁護士活動の至らない面を反面教師とすることも含めて、読
み進めていただければ、自分の法律家としてのトレーニングになると
思う。
　私は、まだまだ未熟な弁護士であり、うまくいかないこと、壁にぶ
ち当たることばかりの毎日であるが、生の事件を扱う弁護士が何を悩
んで事件に取り組んでいるかの一端をこの本で知っていただければ望
外の喜びとするところである。

原 和良　
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1 貸金請求事件

原本の存在しない金銭消費貸借契約書と連帯保証念書。その背後に
あった真相とは？

1 事案の概要
　Ｉさんはコンサルタント会社の社長。とっくに返済済みであった会
社名義の借入金1000万円について貸主から突然、連帯保証債務履行を
求める裁判を起こされた。
　Ｉさんは、一審は顧問弁護士に事件を依頼。勝訴を信じて結審後に
は前祝いの盃をあげていたという。
　一審では、主債務の弁済の抗弁と消滅時効が主要な争点になった
が、判決は保証人であるＩさんのまさかの完全敗訴判決であった。判
決では弁済後、別の取引で送金したお金が1000万円の返済の一部金だ
と認定され、残債務が存在すると認定されてしまっていた。
　相手方が提出したのは、会社の準金銭消費貸借契約の債務1000万円
について、契約締結の３か月後に作成された保証人として連帯保証の
念書。そこには、確かにＩさん本人の筆跡で署名捺印がなされている。
　この事件の勝訴の鍵は、意外なところにあった。

2 逆転までの経緯
１　控訴審受任の相談
　Ｉさんの会社には、顧問法律事務所があったが、私とは、個人的な
相談や親族の相談などを通じて付き合いがあった。そんなＩさんから
ある日電話がかかり、敗訴した会社関連の事件の控訴審を受任してほ
しいとの相談があった。
　既に返済したはずの会社の借入金1000万円について、Ｉさん個人に
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対して連帯保証債務履行の裁判を起こされ、敗訴したという（この事
件では、主債務者である会社はなぜか被告にされていない）。
　事件を受任することにして、一審の代理人から記録一式を取り寄せ
て検討することにした。
　一審代理人は、弁済の抗弁に反論・反証を集中し、同時に弁済後の
送金は本件の貸付金返済とは無関係の送金であると主張して、消滅時
効を援用していた。
　会社の準金銭消費貸借契約の成立には争いはない。しかし、その３
か月後にＩさん個人が差し入れたという連帯保証人としての念書は争
点になっていなかった。
　記録を取り寄せて、不思議に思うことがあった。準金銭消費貸借契
約書の原本はおろか、念書の原本も証拠として提出されておらず、写
しで提出されている。一審代理人は、Ｉさん本人が自分の筆跡である
と認めていたため、Ｉさんには証拠が写しであり原本ではないことを
説明していなかったようだ。他方Ｉさんは、念書が確かに自分の筆跡
であることは否定しなかったが、念書を書いた記憶がないことがずっ
と気になっていたという。
　1000万円もの大金の請求に、原本がないということは何かおかし
い。この事件の記録を見て最初に思ったのは、このことである。

２　偽造された念書
　この事件に関しての私の最初の直感は、「本来あるべき証拠がない
不自然さ」である。もちろん、どんな事件でも、原本を紛失して見つ
からない、証拠提出ができないことがいくらでもある。
　しかし、1000万円の貸金請求なのに、借用書の原本が証拠に出てこ
ない不自然さに、私は、直感的に、これは偽造文書ではないか？　と
疑った。
　偽造であることを、どうやって証明すればよいのだろうか。
　原告とＩさんは、同じ会社で一緒に仕事をしていた経営者仲間であ
り、原告はＩさんからＩさんが署名・捺印した契約書や委任状など
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3 解雇無効確認請求事件
（労働者側）

　どう見ても、明らかに負け筋の事件である。相談を受けた弁護士た
ちが受任を断るのもうなずける。
　しかし、どう見ても負け筋の事件であっても、依頼者に寄り添った
負け方もある。最小限の被害でうまく転ぶには？

1 事案の概要
　Ｋさんは、地域の総合病院で勤務する勤続35年のベテランレントゲ
ン技師である。
　ある日、病院のレントゲン室に盗撮用の携帯電話カメラを設置して
女子職員の更衣を撮影しようとしたとして、懲戒解雇された。
　処分の無効を争いたいと、事務所に依頼の相談があった。

2 逆転までの経緯
１　レントゲン室（女子職員の更衣室と兼用）に隠しビデオ
　レントゲン技師であった原告Ｋさんは、レントゲン室に携帯電話の
隠しビデオを設置した。この病院では、女子職員専用の更衣室がな
く、Ｋさんの勤務場所であるレントゲン室を、朝礼までの時間帯は女
子更衣室として利用していた。
　ある日、そのレントゲン室に携帯電話のビデオが設置されているこ
とを更衣中の女子職員が発見し、病院の管理者に報告する。
　原告Ｋさんは、懲戒解雇となり、退職金1200万円超は不支給となっ
た。

２　�名だたる労働弁護士に相談に行くも、断られる
　Ｋさんは、労働事件で著名な都内の法律事務所を渡り歩き、何人も
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の弁護士と相談をするが、どの弁護士にもこの事件は勝てないと言わ
れ、依頼を断られ続け、最後に知人の紹介で私に相談に来た。
　確かに、話だけを聞くと、客観的には状況は極めて不利であり、懲
戒解雇もやむなしという事案であった。

３　受任するか、断るか
　Ｋさんは、妻と一緒に相談に来た。見た感じは、誠実でまじめそう
な人である。この人が盗撮をするなんて、とても考えられない。何
か、その背景に深い理由があったのではないか。
　私は、とりあえずＫさんの弁解・説明に耳を傾けることにした。
　ここで紹介する事件もそうであるが、私の下には、他の弁護士に断
られて最後の頼みの綱と頼って相談に来る依頼者が多い。また、顧問
弁護士はいるが、事件の進め方や方針が合わない、という理由で受任
をしてほしいという会社や個人の方たちも少なからずいる。
　もちろん、他の弁護士が断ったのには法律専門家としてそれ相応の
根拠・理由があるだろう。私も無理筋の事件を何でも引き受けるわけ
ではない。
　しかし、このような事件相談は、私が最後の頼み、というケースが
多い。目の前の依頼者を見放して泣き寝入りしてもらうか、困難だけ
れども受任して一緒に困難を突破するか、いつもその選択に迫られ
る。

４　息子の非行の現場証拠を押さえるための練習
　Ｋさん夫婦には、家庭内に抱える深刻な悩みがあった。中学生にな
る一人息子の非行である。Ｋさんの自宅マンションでは、食器棚の引
き出しに日常の集金等の支払いに備えて、現金を入れた財布を保管し
ていた。
　しかし、最近その財布の残金がどう見てもおかしい。夫婦のどちら
も使っていないのに、入れておいた一万円札の枚数がいつも合わな
い。
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7 西武新宿線ちかん冤罪事件

この人がちかんなどやるはずがない。決め手となった左腕にはめた大
きな腕時計が無実を語る。

1 事案の概要
　2003年10月22日（水曜日）。Мさんは、自宅最寄り駅から西武新宿
線の電車に乗車し、いつものように市ヶ谷にある会社へ出勤してい
た。
　Ｍさんは、「Ｐ駅からＱ駅にかけての電車内で、乗客のＡ女（当時
16歳）に対して、背後から無理やり、同女着用のパンティーの上から
左手でその陰部をなで回すなどした上、引き続き、同パンティー内に
左手を差し入れてその陰部を触るなどし、もって強いてわいせつな行
為をした」との強制わいせつ罪の容疑で、逮捕・勾留され、起訴され
るに至る。

2 逆転までの経緯
１　事件との出会い
　この事件は、当時私が所属していた事務所の同僚弁護士が、顧問先
の労働組合を通じて相談を受け、受任した刑事事件であり、ちかん冤
罪事件である。
　当時、私はいくつかのちかん冤罪事件に取り組んでいた。満員電車
でのちかん被害が社会問題になり、警察は、鉄道会社と協力してちか
んの撲滅キャンペーンを張っていた時期である。しかし、その撲滅
キャンペーンの手法には、刑事手続き上の重大な問題点があった。
　当時は、被害者女性を泣き寝入りさせない、勇気をもって声をあげ
た被害者女性のために必ず犯人を捕まえて処罰するという、社会的
キャンペーンの下でちかん撲滅の取り組みが進められていた。しか
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し、その陰では、あたかもベルトコンベアーに乗せられたかのように
裁判にかけられ有罪判決を受ける、抵抗するすべもなく、早期釈放と
引き換えにやってもいないちかんを自白させられるちかん冤罪被害者
も造成することになったのである。
　そこには、人質司法と言われる日本の刑事司法システムの重大な制
度的な欠陥があった。

２　人質司法の弊害
　すなわち、いったんちかん犯人と間違われると、次のようなことが
通常起きていた。
　電車の中で、女性がちかん被害に遭い、「この人ちかんです」と叫
ぶと、周りの乗客は、犯人の確保に協力する。時に女性は、ちかんの
手首を握って高々と車内に挙げる。その際の捕まえられた日本人の典
型的な反応は、ちかんをやっていようとやっていまいと、気が動転
し、その場の混乱を鎮めるために、とにかく「すみません」と謝る。
　電車が、次の停車駅に到着すると、ちかんと目された男性は被害者
女性と一緒にホームに降車し、駅員の到着を待つ。駅員は、２人を事
務室に連れていき、別々の場所で警察官の到着を待つ。
　警察官は、２人の話を聞いた上で、署で詳しく話を聞かせてくださ
いと任意同行でその男性を警察署へ連れていく。
　当時は、加害者とされる男性の手の繊維採取などは行われていな
かった。被害者女性が「ちかんです」という限り、その男性はちかん
に間違いないのであり、あらゆる弁解は聞いてもらえない。警察署で
誤解を解くために同行に応じたのに一切弁解は聞いてくれない。
　その後のストーリーは大体以下のようなものである。

男　性：ぼくは、ちかんなんかやっていません。何かの間違いで
す。

警察官：でも、被害者がちかんに遭った、あんたに間違いないと
言っているんだから間違いない。


